
埼玉県都市公園条例（抜粋） 
 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）及

び 法に基づく命令で定めるもののほか、県が設置する都市公園の設置及び管理に関し

必 要な事項を定めるものとする。 

（禁止行為） 

第８条 都市公園において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 

 一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。 

 二 土地の形質を変更すること。 

 三 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。 

 四 動物を捕獲し、又は殺傷すること。 

 五 立入禁止区域に立ち入ること。 

 六 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。 

 七 ごみその他汚物を捨てること。 

 八 その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること。 

（行為の許可） 

第９条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けな 

ければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

  一 物品の販売、興業その他営業行為をすること。 

 二 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。 

 三 業として写真又は映画等を撮影すること。 

 四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。 

 五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 

 六 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること。 

２ 前項の許可は、当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、これ 

をしてはならない。 

  一 都市公園の管理上支障があると認められるとき。 

 二 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

 三 その他都市公園の設置の目的に反すると認められるとき。 

３ 知事は、第１項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可にかかる 

行為について条件を付することができる。 

（利用の許可） 

第１０条 別表第１に掲げる公園施設で県が設置したものを利用しようとする者は、知 

事の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様 と

する。 

２ 前条第２項及び第３項の規程は、前項の許可について準用する。 

３ 知事は、第１項に規定する公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１１条 第９条第１項又は前条第１項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、 

又は転貸してはならない。 


